
 貸    借    対    照    表

株式会社エネゲート （単位：千円）

資     産     の     部 負 債 及 び 純 資 産 の 部 資     産     の     部

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額

16,995,527 3,864,953 

61,088 1,684,850 

173,564 131,146 

3,735,620 1,095,830 

113,910 54,277 

85,292 541,193 

379,944 244,280 

903,957 24,519 

1,348,166 29,892 

10,122,859 58,964 

71,121 ―　

―　 2,266,698 

29,550 

9,265,413 81,220 

7,267,020 2,155,927 

3,645,216 

201,022 

610,317 負  債  合  計 6,131,651 

5,939 

243,563 20,129,288 

2,347,658 

135,589 497,000 

77,713 

222,901 

237,336 222,901 

229,641 

6,168 19,409,386 

1,526 152,387 

19,256,999 

1,761,056 132,318 

655,512 12,300,000 

1,040,777 6,824,680 

64,766 

20,129,288 

　

資   産   合   計 26,260,940 負債及び純資産合計 26,260,940 

流 動 資 産

固 定 資 産

純資産合計

有 形 固 定 資 産

資 本 金

短 期 預 け 金 雑 流 動 負 債

建 物

構 築 物

機 械

無 形 固 定 資 産

未 払 法 人 税

未 払 費 用

２０２１年  ３ 月３１日 現在

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

流 動 負 債

製 品 未 払 消 費 税 等

未 払 金

前 受 金

預 り 金

短 期 リ ー ス 債 務

受 取 手 形

売 掛 金

雑 流 動 資 産

仕 掛 品

貯 蔵 品

商 品

諸 未 収 入 金

備 品

土 地

車 両

長 期 未 払 金

ソ フ ト ウ ェ ア

株 主 資 本

建 設 仮 勘 定

リ ー ス 資 産

繰 延 税 金 資 産

電 話 加 入 権 他

投 資 有 価 証 券

そ の 他 長 期 投 資

買換資産圧縮積立金

ソ フトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

繰 越 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

固 定 負 債

リ ー ス 債 務

資 本 剰 余 金

退 職 給 付 引 当 金
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個別注記表

（重要な会計方針）

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券

その他有価証券

　時価のないもの

2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品･製品･原材料･貯蔵品

仕掛品

3 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

無形固定資産

リース資産

4 引当金の計上基準

貸倒引当金

退職給付引当金

5 消費税等の会計処理

6 当期純利益

　償却原価法（定額法）を採用しております。

　一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

　移動平均法による原価法を採用しております。

　総平均法による原価法を採用しております。

　総平均法および個別法による原価法を採用しております。
　なお、棚卸資産は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定しております。

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方法を採用しております。

　１，９３２，２８４千円

　法人税法に規定する定率法を採用しております。
　ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については法人税法に規定する定額法を採
用しております。
　なお、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法に規定する定額法を、
2007年３月31日以前に取得したものについては、法人税法に規定する旧定率法または旧定額法を採用してお
ります。

　法人税法に規定する定額法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産については、リース期間を耐用年数とした定額
法を採用しております。

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
　なお、退職給付債務の期間帰属方法は、給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異は、発生時の事業年度に全額費用処理しております。
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